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別表十九の記載の仕方  

１　この申告書は、法第84条（（退職年金等積立金の額

の計算））に規定する退職年金業務等（法附則第20条

第１項（（退職年金等積立金に対する法人税の特例））

に規定する退職年金業務等に該当するものとみ

なされるものを含みます。）を行う内国法人又は

法第145条の３（（外国法人に係る退職年金等積立金

の額の計算））に規定する退職年金業務等を行う

外国法人が法第88条（（退職年金等積立金に係る

中間申告））又は法第89条（（退職年金等積立金に係

る確定申告））の規定により中間申告又は確定申

告（法第145条の５（（外国法人に対する準用））に

おいて準用するこれらの申告を含みます。）を

する場合に記載します。  

２　この申告書は、正副４通作成して提出してください。  

３　「法人名」及び「代表者自署押印」の各欄には、法人

名及び代表者名をそれぞれ記載するとともに、そのフリ

ガナを付してください。この場合、正本には必ず代表者

が自署押印してください。  

４　「旧納税地及び旧法人名等」欄には、当期中に納税地

若しくは法人名に変更があった場合又は合併法人が被合

併法人の最後事業年度に係る申告をする場合に変更前の

納税地又は法人名（被合併法人名）を、納税地と本店又

は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店

又は主たる事務所の所在地を記載するなど参考となる事

項を記載します。  
５　「税務署処理欄」の各欄は、記載しないでください。  

６　「事業年度分の　　　申告書」の空欄には、確定申告

をする場合は「確定」と、中間申告をする場合は「中間」

と記載し、修正申告である場合は「修正確定」又は「修

正中間」と記載します。なお、期限後申告である場合に

は、期限後申告書である旨を併せて記載してください。 

７　「同上の内訳」の各欄には、「退職年金等積立金額１」

の金額を退職年金等積立金の契約に応じて記載します。  

８　「（１）×　　11」の分子には、当期の月数（１月未満

の端数は、切り捨てます。）を記載します。  

９　「分割等により引継ぎをした場合の課税退職年金等積

立金額の計算」の「（15）の 12 相当額16」の分子には、

当期首から分社型分割等の日の前日までの期間の月数を

記載し、「（17）の 12 相当額18」の分子には、分社型分

割等の日から当期末までの期間の月数（１月未満の端

数は、切り捨てます。）を記載します。  

10　「合併等により引継ぎを受けた場合の課税退職年金等

積立金額の計算」の「（20）の 12 相当額21」の分子には、

当期の月数を記載し、「（22）の 12 相当額23」の分子には、

合併等の日から当期末までの期間の月数（１月未満の端

数は、切り捨てます。）を記載します。  

11　「税理士法第30条の書面提出有」及び「税理士法第33

条の２の書面提出有」の各欄には、申告書に税理士法

第30条又は第33条の２に規定している書面を添付する場

合、該当する欄に○を記載してください。 
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